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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成 29 

年厚生労働省令第 131 号）が平成２９（2017）年１2月１5日に公布された。百日咳については、これまでの

制度では成人を含む百日咳患者の発生動向が、適時かつ正確に把握できず、対応に遅延が生じる可能性

があることから五類感染症（全数把握疾患）へと改正となった。これらのことから、百日咳の届出の手順などを

示したガイドラインを作成した。サーベイランスの充実を図るために本ガイドラインを参照されたい。なお、本ガイ

ドラインはあくまで発生動向調査への届出ガイドラインであり、百日咳の診断を規定するものではない。また、

本ガイドラインの内容について今後新たな知見が得られた場合には適宜内容を更新する予定である。 
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１．はじめに ～百日咳のサーベイランスの概要～ 

 
百日咳はこれまで、五類感染症（定点把握疾患）として、小児科定点医療機関（全国約3,000カ所の

小児科医療機関）が週単位で、翌週の月曜日に届出を行っていたが、平成30（2018）年1月1日から、成

人を含む百日咳患者の発生動向の正確な把握と、迅速な確定例への公衆衛生対応の実施を目的とし、

百日咳はより詳細な報告内容を求める5類の全数把握疾患となり、診断した医師すべてに診断後7日以

内の届出が義務付けられている。従って医師は、原則全例検査診断を実施（検査確定例と接触歴のある

百日咳の臨床的特徴を有する症例は除く）した上で、その結果についても報告を求められる。 

 

百日咳のサーベイランスが原則として検査診断による全数報告に変更され、小児科定点サーベイランス

では情報が不十分であった成人の百日咳や、診断方法、予防接種歴、さらには重症化のリスクが高い6か

月未満児症例の感染源に関する情報が得られた。国内のより具体的な百日咳の疫学の把握が可能とな

り、乳幼児の重症化予防に必要な対策や正確な診断への課題などが明確になりつつある。しかし、過去の

データとの比較による現状評価を実施するには情報量が不足しており、今後も現行の全数報告の維持と

詳細なデータの分析、それらの情報に基づいた予防策の提言、実施が重要である。 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/pertussis-m/pertussis-idwrs.html 

乳児例に関しては百日咳罹患後重症化し、時に死亡することもあるため、後日保健所等から感染源や

予防接種歴などの問い合わせが行われる場合がある。全数報告に改正された背景や目的をご理解いただ

き、ぜひ追加の問い合わせ等にもご協力いただきたい。 

 

２．届出の前に 
 

1） 届出基準の確認 ： 届出基準（９ページ参照）に合致する症例が届出の対象である。届出基準・届

出票は改訂されることがあるため、厚生労働省ホームページにて適宜届出基準を確認する。全国のす

べての医師が同一の基準（症例定義：case definition）に基づいて届け出ることによって、公衆衛生上

の正確な分析や対応に適したデータが集積される。なお、サーベイランス上の届出基準と、臨床現場に

おいて各患者の治療を主目的とした診断および治療開始の基準とは異なる場合がある。 特に乳児

（特に新生児や乳児早期）ではまれに咳が先行しない場合がある。届出の際には、届出基準に合致

する症例について届け出を行う。 

 

2） 令和3（2021）年11月1日現在、百日咳において、届出基準に規定されている患者（確定例）には、

（A）百日咳（検査診断例）、（B）百日咳（検査確定との疫学的リンクがある百日咳の臨床的特徴を

有する例）、の2つが含まれる。 

 

（A） 百日咳（検査診断例）：百日咳に特有な咳嗽（顔を真っ赤にしてコンコンと激しく発作性に咳込

み＜スタッカート＞、最後にヒューと音を立てて息を吸う発作＜ウープ＞、嘔吐や無呼吸発作＜チアノ

ーゼの有無は問わない＞を伴う）を認め、かつ、検査結果に基づいて診断されている。ただし、乳児（特

に新生児や乳児早期）ではまれに咳が無呼吸発作に先行しない場合がある。 

 

（B） 百日咳（検査確定との疫学的リンクがある百日咳の臨床的特徴を有する例）：検査確定例と接

触があり、百日咳の臨床的特徴を有する者 

 

3） 届出用紙 ： 百日咳専用の届出用紙で届け出る（10ページ参照）        

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/pdf/01-05-23.pdf 
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4） 届出期限・届出先  ：百日咳を診断した医師は7日以内に管轄（最寄り）の保健所へ届け出ることと   

されている。また、もし届出を行なっていないことに気づいたらすぐに届け出る。 

 

３．届出用紙の記入方法     

 

実際の百日咳発生届用紙（10ページ参照）の各項目の番号に沿って、記入上の注意点などを以下に示

す。全数報告への変更に当たり届出のポイントが以下の3点であることに留意する。 

 

１ 2017年以前小児科定点のみからの報告であったが、今後は全医療機関で患者の年齢に関係なく

百日咳を診断した場合は届出報告の対象となる。    

  

２ 五類感染症ではあるが、全数把握対象疾患であり、届出票に記された項目について報告する必要

がある。 
   

３ 2017年以前は臨床症状のみによる診断での届出であったが、今後は百日咳の臨床症状に加え、

百日咳菌の分離同定、百日咳菌遺伝子の検出、百日咳菌抗原の検出、各種抗体検査により、

百日咳の検査診断がなされたもののみが届出の対象となる（ただし、検査確定例と接触歴のある百

日咳の臨床所見を有する症例は検査診断が実施されていない場合であっても例外的に報告の対

象となる）。 

 

１）診断（検案）した者（死体）の類型： 該当する方を選ぶ。初診時に死亡していて死体の検案をした

場合は、「感染症死亡者の死体」を選択し、それ以外、初診時に患者が生存していた場合は「患

者（確定例）」 である。 

 

２）性別：該当する方を選ぶ。 

 

３）診断時の年齢：検査診断により百日咳と診断した時点での年齢を記載する。なお、患者が0歳で

ある場合は月齢を記載する。 

 

４）症状：該当する症状すべてに○をつける。項目として挙げられていなくても、重要な症状や診断に際

して有用であった症状について、「その他」の欄に記載する。届出後に急性脳症などの合併症が出

現した場合や死亡した場合には、届出後であっても、送付した用紙に追加記載するなどして、再度

保健所に報告することは疾病の重症度を把握するうえで有用である。また、脳症を合併した場合に

は、さらに急性脳炎（五類感染症全数把握疾患）の届出を行うことが必要となる。 

  

５）診断方法：百日咳は発症日から検体採取までの時間経過と実施した検査の種類が結果に非常

に大きく影響するため、検体採取日を含め、正確な情報収集が必要となる。 

※抗菌薬適正使用の観点から、臨床的に抗菌薬治療開始の判断材料となるのは、分離培養

による百日咳菌の検出、百日咳菌抗原の検出および病原体遺伝子の検出であり、血清抗体

価は判断材料とならない。 

        

①分離同定による病原体の検出：検体の種類と採取日と結果を明記する。 
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②核酸増幅法による病原体遺伝子の検出：検体の種類と採取日と結果を明記する。検査方法に

ついては、LAMP法、PCR法のいずれかを確認し、明記する。 

※PCR法陽性の場合、百日咳菌以外に気管支敗血症菌などの百日咳類縁菌の可能性があるが、

感染症法上の届出対象としてはBordetella pertussis感染症の場合のみである（資料1参照）。 

 

   発症日からの経過期間（週）に基づいた各種検査の実施タイミング（米国CDC資料を参照し作成）  

*この期間外でも検査は実施可能であるが、結果の解釈には注意が必要である 

  

③イムノクロマト法による病原体抗原の検出：検体採取日と結果を明記する。2021年5月に体外診断

用医薬品として承認された新しい抗原検査法であり、鼻咽頭拭い液中の百日咳菌抗原（リボソームタ

ンパク質L7/L12）を検出する（リボテスト®百日咳：極東製薬工業株式会社）。本検査キットは百日咳

菌以外に百日咳類縁菌（パラ百日咳菌とBordetella holmesii）にも交差し、国外ではまだ導入されてい

ない検査法である。今後臨床評価の蓄積が必要となるが、現時点では添付文書に従った検査が行わ

れ、陽性であれば届出対象となる。なお、添付文書には、「診断は、本キットの検査結果のみで行わ

ず、他の検査結果や臨床症状等を考慮して、総合的に判断する」と記載されている。 

 

④抗体の検出： 

a. 抗体の種類：抗PT IgG ・ その他（ ）、結果：単一血清で抗体価の高値 

  実施された検査により抗PT-IgG抗体、またはその他を選ぶ。「その他」を選んだ場合は検査し

た抗体名を具体的に記載する。「結果」は、抗体価を必ず記載する。 

2021年11月現在国内において承認されている単一血清での抗体価で百日咳を診断できる

検査は、抗PT-IgG抗体（百日咳抗体EIA：デンカ）ならびに抗百日咳菌IgM・IgA抗体（ノバグ

ノスト：NOVATEC IMMUNODIAGNOSTICA GMBH）の２種類のみである。 

 

抗PT-IgG抗体（百日咳抗体EIA）はワクチン接種後の小児、ワクチン歴不明な場合や成人

は、単血清で判断できないことが多く、ペア血清が必要となる。しかし、単血清しか採取できな

かった場合、国内外の知見から、100 EU/mL 以上あれば、ほぼ「急性感染」を確定できるで

あろう、とされている。よって、単血清を用いた診断をする場合、100 EU/mL以上を抗体価の

高値とみなす（ただし、検体が咳発症後2週間以上経過した後に採取されたものである必要

がある）。 
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注意点として、乳児は免疫系が未発達のため百日咳菌に感染しても抗体価が100 EU/mL

以上とならない場合があること、百日咳含有ワクチン接種によっても抗体価が上昇するため感

染とワクチン免疫を区別できないことが挙げられる。WHOでは、乳児と百日咳含有ワクチン接

種後1年未満の者に対し抗PT-IgG抗体による診断を推奨していない。 

 

抗百日咳菌IgM・IgA抗体（ノバグノスト）は新しく開発された検査方法で、世界的にもまだエビ

デンスが少なく、現在検査実施の適切なタイミングも含め検査基準について検討中である。国

内の研究班の報告では、抗百日咳菌IgM・IgA抗体ともにワクチン接種の影響を受けにくいこと

が確認された。ただし、健常小児（1〜15歳）の約1割が抗IgM抗体陽性、健常成人（41〜55

歳）の約１割が抗IgA抗体陽性と判定されたことから、検査結果の解釈には注意が必要であ

る。現時点では抗IgA、IgM抗体ともにノバグノスト単位で ≧11.5 NTUならば陽性として届出

対象となる（判定保留：8.5〜11.5 NTU）。 

 

なお、抗FHA-IgG抗体検査は、ほかの病原体との交差反応や百日咳含有ワクチンの影響を

受けるため、届出のために必要な検査所見として適しておらず、同検査のみ陽性の場合は届

出対象とはならない。 

 

★注意点★ 

民間検査会社の情報を引用した HP を見ると、抗 PT-IgG 抗体 10EU/mL をカットオフ値としている場合

が散見される。 
http://www.info.pmda.go.jp/downfiles/ivd/PDF/470038_22300AMX00565000_A_01_05.pdf 
カットオフ値：10EU/mLは、乳児の感染防御レベルとされる。

https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/yosoku/AnnReport/2013-07.pdf（感染症流行予測調査報告

書より） 

正確には過去のワクチン接種により獲得された防御レベルの免疫（あるいは過去の感染も含むと考えら

れる）を指しており、単一血清検査による「10EU/mL以上」が「急性感染」による抗体価の上昇を指し

ているわけではない。「100 EU/mL 以上」を確定百日咳と判定することは世界的に認知されているが、

「10～100 EU/mL」＋「百日咳含有ワクチン（日本では、DPTワクチン、DPT-IPVワクチンの2種類があ

る）接種歴なし、または不明」を確定百日咳とすることについては、確定診断例の届出対象とはならな

い。従って特にワクチン接種から期間が短い乳幼児では血清抗体ではなく菌分離とＬＡＭＰ法もしくはＰ

ＣＲ法による遺伝子検索を優先する。 

 

       ｂ. ペア血清で抗体価の有意上昇 

                i) 1回目（急性期）の抗PT IgG抗体価が10EU/mL未満で、2回目（回復期：1回目から2

週間以上の間隔）の抗体価が10EU/mL以上になれば「抗体陽転」と判断し、届出基準を満

たすと考える。 

ii) 1回目（急性期）の抗PT IgG抗体価が10 EU/mL以上かつ100EU/mL未満で、2回目（回復

期：1回目から2週間以上の間隔）の抗体価が2倍以上の上昇を認めた場合には「有意上昇」

と判断し、届出基準を満たすと考える。 
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※一定濃度血清希釈法で測定される酵素免疫（EIA）法において、抗PT-IｇG抗体価の「有意上

昇」とは1回目（急性期）の抗体価に比して、2回目（回復期：1回目から2週間以上の間隔）の抗体

価が2倍以上の上昇を認めた場合を指す。 

 

上記のように、検体採取日、抗体価、検査方法すべてが陽性の判断に重要であることから、これら

の情報についても必ず記載する。 

 

⑤ その他の検査方法（ ）: 

      上記以外の検査結果で百日咳が診断されている場合には、原則届出対象とはならないが、その

際に使用された検体と検体採取日、並びに結果を記載する。 

 

⑥ 臨床決定: 検査確定例（  ）との接触: 

              百日咳特有の臨床所見を有し、かつ検査確定例と感染可能期間に接触のあった場合

（疫学リンク例）は検査による陽性結果がなくても届出対象となる。（ ）内には確認可能な、検査

確定例との続柄等を入力する（母、兄など）。なお、この場合の接触とは検査確定例が感染可能

期間にある時期に2m以内でマスクの着用なく時間、空間を共有したことを指す（飛沫感染）。 

      ※届出後保健所等から追って疫学的リンクの確認のために感染源となった確定例について問い合わせ

があると思われますのでご協力のほどよろしくお願いします。 

 

６）初診年月日：初診日を記載する。発症日ではない。 

 

７） 診断（検案（※））年月日：診断日（検案日）を記載する。 

 

８） 入院年月日（入院例のみ）：症例が入院した場合は入院日を記載する。 

 

９） 感染したと推定される年月日：感染源と接触したと推定された日付を記載する。特に検査を必要とし 

ない疫学リンク例については必ず記載する。 

 

 １０）発病年月日：症状が出現した日を記載する。適切な検査が実施されているか、といった評価や疫学

的リンク例の判定などに有用な情報であるため、できるだけ詳細な情報（●月上旬、ではなく○月○

日）を収集する。 

 

 １１） 死亡年月日：症例が死亡した場合は記載する。 

 

 １２）感染原因・感染経路・感染地域： 

感染源調査、集団発生の探知、感染拡大防止に有用であり、感染症対策に直結した重要な項目で

ある。 
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①感染原因・感染経路 

・ （確定・推定）の選択についての判断基準は示されていないので、状況により判断し、いずれかに○

をつける。 

・ 家族内感染については、家族や親類等の中で百日咳と検査診断された症例、または百日咳特有

の症状を有していた人全員に○をつける。特に患者が６か月未満の乳児の場合、訪問客等も含め

確認する。可能であれば、それらの人の症状出現期間を確認する。 

・ 流行の有無については、患者が所属する組織、団体などで百日咳患者の発生があれば該当する

場所に〇をつける。 

※感染源と考えられる者がある場合には、本人との関係性を記載する（例； 家族や職場の同僚など）。

追って保健所から、疫学的リンクを確認するために、感染源とされる症例に関する疫学調査としての問い

合わせがあった場合は協力をお願いしたい。そのため、感染源と考えられた者について既に届出が行なわ

れている場合には、送付した届出用紙などの情報を付記しておくことが望ましい。 

 

②感染地域 

・潜伏期間（通常１０日程度）、当該者の旅行・帰省などの移動歴、流行状況などを考慮し、感染した

と考えられる期間にどこにいたかを記載する。 

・日本国内の場合には、都道府県名と可能な限りその詳細地域・場所を記載する。 

・国外の場合には、国名と可能な限りその詳細地域・場所を記載する。 渡航歴などが確認されない場

合は国外不明としない。 

 

③百日咳含有ワクチン接種歴 

・ワクチン接種の有無、ワクチンの種類、接種年月日、製造会社およびLot番号を記載する。母子健康

手帳やカルテの記録などでできるだけ確認して記載する。記憶のみの場合には、「記憶による」などと欄

外に記載することが望まれる。 

・全部のワクチン接種歴が分からなくても不明な場合は不明に〇をつけ、わかる範囲で記載する。 

・ここでの百日咳含有ワクチンとは、三種混合ワクチン（DPT）、四種混合ワクチン（DPT-IPV）を指す。 

・海外などで成人用三種混合ワクチン（Tdap）の接種歴がある場合は「その他」に記載する。 

 

４．その他（用紙に記載箇所のない情報） 

 

 公衆衛生上の対策の必要性に応じて、発生届出に基づき、保健所などから百日咳患者の家族・職場等

の状況や地域の流行状況、検査実施における詳細について問合せなどがあることがある。さらに、感染症法

にもとづく積極的疫学調査では、一定期間地域において菌株確保を含めたサーベイランスの強化を保健所

から依頼されることがある。 

特に患者が６か月未満の乳児である場合は周囲に感染源がいることが考えられるため、公衆衛生対応や

再発防止に向けた、感染症対策上の重要な情報となるため、周囲の感染源について保健所等から追加で

問い合わせがあった場合はご協力をお願いしたい。 

  また、今回のサーベイランスの変更は国内の百日咳の疫学の把握にある。特にこれまで報告対象でなかっ

た成人については今後報告される情報が国内のベースラインとなるため、できるだけ正確な報告をお願いした

い。また、報告時と状況が変化した場合（死亡例、合併症や後遺症などの発生）は、追加で保健所に連絡

することが望ましい。 
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【資料１】 

感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について：２１百日咳 
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-23.html 

 

（１）  定義 

 Bordetella pertussis によって起こる急性の気道感染症である。 

（２）  臨床的特徴 

   潜伏期は通常５～１０日（最大３週間程度）であり、かぜ様症状で始まるが、次第に咳が著しく   

なり、百日咳特有の咳が出始める。乳児（特に新生児や乳児早期）ではまれに咳が先行しない

場合がある。 

 典型的な臨床像は、顔を真っ赤にしてコンコンと激しく発作性に咳込み（スタッカート）、最後に

ヒューと音を立てて息を吸う発作（ウープ）となる。嘔吐や無呼吸発作（チアノーゼの有無は問わ

ない）を伴うことがある。血液所見としては白血球数増多が認められることがある。乳児（特に新

生児や乳児早期）では重症になり、肺炎、脳症を合併し、まれに致死的となることがある。 

 ワクチン既接種の小児や成人では典型的な症状がみられず、持続する咳が所見としてみられ

ることも多い。 

  
（３）  届出基準 

ア 患者（確定例） 

 医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から百日咳が疑われ、か

つ、（４）により、百日咳患者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を、７日以

内に行わなければならない。ただし、検査確定例と接触があり、（２）の臨床的特徴を有する者に

ついては、必ずしも検査所見を必要としない。  
イ  感染症死亡者の死体 

 医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、百日咳が疑わ

れ、かつ、（４）により、百日咳により死亡したと判断した場合には、法第１２条第１項の規定によ

る届出を、７日以内に行わなければならない。 

   

（４）  届出のために必要な検査所見 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 
鼻腔、咽頭、気管支などから採

取された検体 核酸増幅法による病原体の遺伝子の検出 

（ PCR 法・LAMP 法・その他） 

イムノクロマト法による病原体の抗原の検出 鼻咽頭拭い液 

抗体の検出 

（ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意な上昇、又は単

一血清で抗体価の高値） 

血清 
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【資料2】 

 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/pdf/01-05-23-b.pdf 
 
 
 


